
相
談
・
催
し
・
募
集

く
ら
し
・
健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

掲
　
示
　
板

新
潟
県
医
師
会
と
の
契
約
単
価

が
上
限
で
す
。
自
己
負
担
金
が

発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対�

象　
子
ど
も
の
定
期
予
防
接
種

（
Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
、

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
も
含
む
）・

高
齢
者
定
期
予
防
接
種
（
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
・
肺
炎
球
菌
・

帯
状
疱
疹
）

申
請
窓
口

　

健
康
推
進
課
、子
育
て
支
援
課
、

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

※
申
請
書
は
、
申
請
窓
口
で
配
布

（
Ｑ
Ｒ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

問
健
康
推
進
課
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①
～
⑤
の
制
度
は
、
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
）

　

身
体
障
が
い
者
の
自
立
と
、
社

会
経
済
活
動
へ
の
参
加
促
進
を
図

る
た
め
、
障
が
い
の
除
去
ま
た
は

軽
減
の
た
め
に
必
要
な
医
療
費
の

一
部
を
負
担
し
ま
す
。

対�

象　
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
、
18
歳
以
上
の
人

必�

要
書
類　
医
師
の
意
見
書
（
指

定
様
式
）、
身
体
障
害
者
手
帳
、

保
険
証
情
報
が
わ
か
る
書
類
、

申
請
書
な
ど

②
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）

　

身
体
障
が
い
児
な
ど
の
日
常
生

活
能
力
の
回
復
向
上
を
図
る
た

め
、
手
術
な
ど
の
治
療
に
よ
り
確

実
に
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
に

対
し
て
、
障
が
い
の
除
去
ま
た
は

軽
減
に
必
要
な
医
療
費
の
一
部
を

負
担
し
ま
す
。

対�

象　
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
、

ま
た
は
現
存
す
る
疾
患
を
放
置

す
る
と
将
来
障
が
い
を
残
す
と

認
め
ら
れ
る
18
歳
未
満
の
児
童

必�

要
書
類　
医
師
の
意
見
書
（
指

定
様
式
）、
保
険
証
情
報
が
わ

か
る
書
類
、
申
請
書
な
ど

③
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

　

精
神
障
が
い
の
た
め
、
医
療
機

関
に
通
院
し
て
い
る
人
に
、
医
療

費
の
一
部
を
負
担
し
ま
す
。

対�

象　
通
院
に
よ
る
治
療
が
継
続

的
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
人

必�

要
書
類　
医
師
の
診
断
書
（
指

定
様
式
）、
保
険
証
情
報
が
わ

か
る
書
類
、
申
請
書
な
ど

④�

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

（
県
障
）

　

医
療
機
関
で
支
払
う
自
己
負
担

分
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対�

象　
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～

３
級
、
療
育
手
帳
Ａ
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人
（
生
活
保

護
世
帯
の
人
は
対
象
外
）

必�

要
書
類　
手
帳
・
保
険
証
情
報

が
わ
か
る
書
類
な
ど

⑤�

精
神
障
が
い
者
へ
の
入
院
医
療

費
助
成

　

精
神
疾
患
に
よ
り
入
院
し
て
医

療
費
を
支
払
っ
た
人
に
、
そ
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

対�

象　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
、

精
神
疾
患
を
支
給
事
由
と
す
る

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

※�

生
活
保
護
世
帯
の
人
、
一
定
の

所
得
額
を
超
え
る
世
帯
の
人
、

県
障
の
受
給
者
で
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
は
対
象
外

必�

要
書
類　
保
険
証
情
報
が
わ
か

る
書
類
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど

問
・
申
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係
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３・６
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県
内
の
医
療
機
関

　

新
潟
県
医
師
会
と
契
約
し
て
い

る
医
療
機
関
で
は
定
期
予
防
接
種

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
希
望
す
る
医

療
機
関
に
新
潟
県
医
師
会
と
契
約

し
て
い
る
か
確
認
し
、
指
示
に
よ

り
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

県
外
ま
た
は
県
内
で
新
潟
県
医
師

会
と
契
約
し
て
い
な
い
医
療
機
関

①�

滞
在
先
の
市
区
町
村
と
接
種
を

受
け
る
医
療
機
関
に
南
魚
沼
市

か
ら
の
接
種
依
頼
が
受
入
可

能
な
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

②�

申
請
窓
口
に
予
防
接
種
実
施
依

頼
書
交
付
申
請
書
（
以
下
、
申

請
書
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
の
提
出
後
、
実
施
依
頼

書
（
市
か
ら
滞
在
先
の
市
区
町

村
長
ま
た
は
医
療
機
関
に
予
防

接
種
を
依
頼
す
る
も
の
）
を
交

付
し
ま
す
。

③�

医
療
機
関
に
市
が
交
付
し
た
実

施
依
頼
書
を
持
参
し
予
防
接
種

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
依
頼
書

に
よ
り
接
種
し
た
場
合
に
は
、

市
の
費
用
助
成
が
あ
り
ま
す
。

予
防
接
種
後
に
助
成
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。助
成
額
は
、

　

が
ん
検
診
は
、
が
ん
に
よ
る
死

亡
率
を
低
下
さ
せ
る
た
め
、
国
が

推
奨
し
て
い
ま
す
。
が
ん
の
早
期

発
見
・
治
療
に
は
、
が
ん
検
診
が

肝
心
で
す
。

が
ん
検
診
を
十
分
に
活
用
す
る
に
は

①
定
期
的
に
が
ん
検
診
を
受
け
る

年�

に
１
回 

胃
が
ん
検
診
、
大
腸

が
ん
検
診
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

検
査
（
肺
が
ん
・
結
核
検
診
）

２�

年
に
１
回 

子
宮
頸
が
ん
検
診
、

乳
が
ん
検
診

②
必
ず
精
密
検
査
を
受
け
る

 

精
密
検
査
は
、
が
ん
の
早
期
発

見・早
期
治
療
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

 

「
要
精
密
検
査
」
と
判
定
さ
れ

た
場
合
は
症
状
が
な
く
て
も
早
め

に
医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

問
健
康
推
進
課
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障
が
い
者
の
た
め
の

医
療
費
助
成
制
度

市
外
で
定
期
予
防
接
種
を

受
け
る
に
は

が
ん
検
診
は

「
定
期
的
な
受
診
」が
肝
心

詳しくは
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